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札幌圏都市計画地区計画の 決定（ 札幌市決定）     【 決定番号第 106 号】  

 決 定  平 成 19年 8月 2 2日 （ 告 示 第 11 69号 ）  

都市計画 道庁東地区地区計画を 次の よ う に 決定す る 。  

 

１  地区計画の方針                         

名   称  道庁東地区地区計画 

位   置  札幌市中央区北２ 条西４ 丁目、 北３ 条西４ 丁目の 各一部 

区   域  計画図表示のと お り  

面   積  ２ ． ８  ha 

地区計画の 目標 当地区は、 都心の 中心部に 位置し 、「 札幌市都心ま ち づ く り 計画」 の中で 、 都心の ４

つ の 骨格軸の う ち 「 に ぎ わい の 軸( 駅前通) 」 と 「 う け つ ぎ の 軸( 北3条通) 」 に 面し て 、

道庁街区の 価値と 呼応する 機能・ 空間の 確保に よ る 一帯の 集客交流資源と し て の質的向

上が求め ら れる「 道庁周辺エ リ ア 」 と し て 位置づ け ら れて い る 。 ま た 、 札幌駅前通で は

都市計画道路「 仮称札幌駅前通公共地下歩道」 の 整備が進め ら れて おり 、 更新時期を 迎

え た 沿道建築物の 建て 替え に 併せ、適正な機能更新に 加え て 、地上と 地下そ れぞ れの 魅

力があ い ま っ た に ぎ わい 空間の 創出が求め ら れて いる 。  

そ こ で 本計画では、札幌の 都心ま ち づ く り を 先導する 地区と し て 、既存の 上位計画と

の 整合を 図り ながら 、 高度な業務、 商業、 文化、 交流機能等の 複合機能の 導入に よ る 都

市機能の 高度化と 重層的な歩行者ネ ッ ト ワ ー ク の 形成に よ る 回遊性の 向上を 図り 、併せ

て 、周辺の 特性に 応じ た 公共的空間を 整備する こ と に よ り 、魅力ある 都心空間を 形成す

る こ と を 目標と する 。  
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土地利用の

方針 

都市機能の 高度化と 、道庁周辺エ リ ア の 特性を 活か し た 魅力あ る 都心空間を 創出する

た め 、 土地利用の 方針を 以下の よ う に 定め る 。  

１ 高度な業務、 商業、 文化、 交流機能等の 複合機能を 導入する 。  

２ 都市計画道路「 札幌駅前通」 及び都市計画道路「 仮称札幌駅前通公共地下歩道」 に

面する 部分に は、に ぎ わい の 創出に 寄与する 、商業、サ ー ビ ス 、文化施設等の 導入や、

多面的な活用が可能と なる オ ー プ ン ス ペ ー ス を 確保する 。  

３ 都市計画広場「 北３ 条広場」 沿い に は、札幌の 歴史や文化を 感じ る 緑豊か な憩い の

空間を 創出する 、休憩・ 滞留機能の 導入や、 広場と 一体的なオ ー プ ン ス ペ ー ス を 確保

する 。  

４ 市道「 西５ 丁目線」 沿い に は、 ゆと り と う る お いを 創出する 、 道庁前庭と 調和し た

緑豊か なオ ー プ ン ス ペ ー ス を 確保する 。  

５ 市道「 北２ 条線」 及び「 北４ 条線」 に は、 ゆと り と う る お い を 創出する 、 緑豊か な

オ ー プ ン ス ペ ース を 確保する 。  

６ 敷地内に 重層的な歩行者ネ ッ ト ワ ー ク を 形成する 。  

７ 車両出入口の 集約化など に よ り 、 都心交通の 円滑な処理を 図る 。  

８ 道庁周辺エ リ ア に ふ さ わし い 風格あ る 都市景観を 形成する 。  
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土地利用の

方針 

９ 緑豊か な街並みを 形成する た め 、 敷地内の 緑化に 努め る 。  

10 都心部の 貴重な大規模オ ー プ ン ス ペ ー ス で あ る 道庁街区の 良好な環境の 維持・ 保全

に 配慮する 。  

11 敷地内の 都市計画道路「 仮称札幌駅前通公共地下歩道」 に つ い て は、 建築物と の 一

体的な整備を 図る た め 、 立体道路制度を 活用する 。  
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地区施設の

整備の 方針 

道庁周辺エ リ ア の 特性を 活か し た 魅力的な公共的空間を 創出する た め 、 地区施設の 整

備の 方針を 以下の よ う に 定め る 。  

１ 都市計画道路「 札幌駅前通」 沿い に は、 安全で快適なゆと り ある 歩行者空間を 確保

する と と も に 、 季節に 応じ て 、 に ぎ わい の 創出に 寄与する 多面的な利用も 可能と なる

歩道沿い 空地を 整備する 。  

２ 都市計画広場「 北３ 条広場」 沿い に は、 札幌の歴史と 文化を 感じ る 、 広場と 一体的

な開放性の 高い、 多面的な利用が可能な空地を 整備する 。  

３ 市道「 西５ 丁目線」、「 北２ 条線」 沿い に は、 既存の 歩行者空間に ゆと り と う る お い

を 与え る 歩道沿い 空地を 整備する 。  

４ 南街区で は、 都市計画道路「 札幌駅前通」 と 都市計画広場「 北３ 条広場」 の 交差点

付近に は、 文化・ 交流空間と し て 、 四季を 通じ 、 多面的な利用が可能な屋内広場を 整

備する 。  

５ 都市計画広場「 北 3 条広場」 と 市道「 西 5 丁目線」 の 交差点付近に は、 道庁街区と

呼応する 憩い の広場を 整備する 。  

６ 市道「 西５ 丁目線」 と 「 北２ 条線」 の交差点付近に は、 既存の 空間を 活か し て 、 ゆ

と り と う る お いの あ る 広場を 再整備する 。  

７ 道庁街区と 一体と なっ た 緑豊か な空間を 創出する よ う 、 整備する 空地は緑化修景を

施す。  
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建築物等の

整備の 方針 

地区計画の 目標及び土地利用の 方針に 基づ き 、道庁周辺エ リ ア の 特性を 活か し た 魅力

的な公共的空間を 創出する た め 、 建築物等の 整備の方針を 次の よ う に 定め る 。  

１  都市機能の高度化を 図る た め 、 高度な業務、 商業、 文化、 交流機能等に よ る 複合機

能を 導入する 。  

２ 都市計画道路「 札幌駅前通」 の に ぎ わいの 連続性を 確保する た め、 通り に 面する 建

築物の １ 階部分に は、 商業、 サ ービ ス 、 文化機能等の歩行者や来街者が気軽に 利用で

き る 機能を 導入する 。  

３ 都市計画道路「 仮称札幌駅前通公共地下歩道」 と 沿道建物の 地下部分と が一体と な

っ た 空間を 形成し 、 地下歩行空間の に ぎ わい を 創出する た め 、 建築物の 地階部分は、

地下歩行空間に 有効に 広い間口で 接続し 、そ の 周辺に は歩行者や来街者が気軽に 利用

で き る 商業、 サー ビ ス 機能等を 導入する 。  

４  道庁街区と 一体と なっ た 空間を 形成する た め 、 道庁正門に 面し て 辻広場を 整備す

る 。 ま た 、 南街区で は、 辻広場に 面する 1 階部分に 、 飲食店など 歩行者や来街者が休

憩で き る 機能を 導入する 。  

５ 南街区で は、 建築物の 整備に あわせて 、 都市計画道路「 仮称札幌駅前通公共地下歩

道」 の 出入口と なる 階段及びエ レ ベ ータ ー を 一体的に 整備する 。  

６ 安全で 快適か つ 開放性の 高い 歩行者空間を 確保する た め 、建築物の 高層部分に つ い

て は道路か ら の十分なセ ッ ト バッ ク と 雪など の 落下物に 対する 対策を 行う 。  

７ 道庁周辺エ リ ア の 特性を 踏ま え 、札幌都心部の 魅力を 高め る 、風格あ る 都市景観を

形成する 。  

８ 南街区で は、建築物の 低層部上方の 道庁に 面する 部分に 、情報提供機能を 備え た 展

望ス ペ ー ス を 設け る 。  

９ 南街区で は、建築物の 地階に 地下歩行空間で のイ ベ ン ト 開催等を 支援する た め の 荷

さ ばき 通路と 荷さ ばき 場を 設け る 。  

10 適切な規模の 駐車・ 駐輪施設を 確保し 、 ま た 、 都市計画道路「 札幌駅前通」、 都市

計画広場「 北３ 条広場」 に は駐車場出入口を 設置し ない 。 特に 、 南街区で は、 共同荷

さ ばき 場の 設置や駐車場車路の 一体利用など 、 駐車シ ス テ ム の 合理化を 図る 。  

11 緑豊か なま ち づ く り に 寄与する た め 、 整備する 空地は適切に 緑化する 。  

12 環境負荷低減に 寄与する た め、温熱等の供給ネ ッ ト ワ ー ク の 活用、外気を 活用し た

冷房等の 省エ ネル ギー 対策、 熱電併給シ ス テ ムの 導入等と 屋上緑化を 図る 。 特に 、 南

街区で は建築物内に 周辺市街地に 対する 地域熱供給プ ラ ン ト を 整備する 。  
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そ の 他当該

地区の 整
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方針付図に よ る 。  
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２  地区整備計画 

名  称  道庁東地区 

区  域  計画図１ 表示の と お り  

面  積  ０ ． ８ ha 

地区施設の 配置 

及び規模 

広場１ 号( 辻広場)     ： 面積 約 480 ㎡ 

広場２ 号         ： 面積 約 405 ㎡ 

広場３ 号( 屋内広場)    ： 面積 約 450 ㎡ 

               ( 内訳) 面積約 85 ㎡( 地上 1 階、 梁下 10ｍ以上)  

                  面積約 115 ㎡( 地上 1 階、 梁下 20ｍ以上)  

                  面積約 250 ㎡( 地上 2 階、 梁下 12. 5ｍ以上)  

広場４ 号( 辻広場)     ： 面積 約 310 ㎡ 

歩道沿い 空地１ 号     ： 幅員約 2ｍ  延長約 50ｍ 

歩道沿い 空地２ 号     ： 幅員約 2ｍ 延長約 30ｍ 

歩道沿い 空地３ 号     ： 幅員約 1. 8ｍ～2ｍ  延長約 65ｍ 

( 配置は計画図２ 表示の と お り )  

名 称 道庁東( 南街区) 地区 地区 

の  

区分 面 積 ０ ． ８ ha 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

 

建築物の 用途

の 制限 

次の 各号に 掲げる 建築物及びこ れに 附属する 建築物以外の 建築物は、 建築し て はなら ない 。  

( 1)  事務所、店舗、飲食店そ の 他こ れら に 類する も の ( 風俗営業等の 規制及び業務の 適正化等に 関する
法律( 昭和 23 年法律第 122 号) 第 2 条第 1 項、第 6 項又は第 9 項に 掲げる 営業の 用に 供する も の を
除く 。 )  

( 2)  郵便局 

( 3)  展示場 

( 4)  劇場、 映画館、 演芸場又は観覧場 

( 5)  公会堂又は集会場 

( 6)  ホ テ ル 又は旅館 

( 7)  学校、 図書館、 博物館、 美術館そ の 他こ れら に 類する も の  

( 8)  診療所 

( 9)  保育所 

( 10)  公衆浴場( 個室付浴場業に 係る 公衆浴場を 除く 。 )  

( 11)  ボー リ ン グ 場、 ス ケ ー ト 場、 水泳場又はス ポー ツ の 練習場 

( 12)  自動車車庫 

( 13)  コ ー ジェ ネ レ ー シ ョ ン 施設、 地域冷暖房施設、 中水道施設 

( 14)  そ の 他市長が必要と 認め た も の  
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 道庁東( 南街区) 地区 

敷地面積の 最低

限度 
1, 000 ㎡ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

 

建築物の 形態又

は意匠の 制限 

 

 

 

１  形態、 材料、 色彩等の 意匠は周辺の 景観形成に 配慮する 。  

２  外装材及び窓ガ ラ ス に つ い て は、 落下防止の 措置を 講じ る 。  

３  広告、 看板類の 設置に あ た っ て は、 良好な都市景観の 形成に 配慮する 。  

 

都市計画施設で

あ る 道路の 区域

の う ち 建築物等

の 敷地と し て 併

せて 利用すべ き

区域( 重複利用

区域)  

都市計画道路 8･4･35 仮称札幌駅前通公共地下歩道区域の う ち 計画図３ 表示の と お り  立

体

道

路

に

関

す

る

事

項

 

建築物そ の 他の

工作物の 新築、

改築又は増築の

限界 

建築物又はそ の 部分は、 計画図４ に 示す建築物そ の 他の 工作物の 新築、 改築又は増築の 限界を 超え

て 建築し て はなら ない 。  

備 考 用語の 定義及び面積、 高さ 等の 算定方法に つ い て は、 建築基準法及び同法施行令の 例に よ る 。  

 

理由： 都市再生緊急整備地域の ｢札幌駅・ 大通駅周辺地域｣内に お い て 、 地域整備方針に 適合し 、 都心の ま ち づ く

り の 進展に 貢献する 建築物の 建築を 誘導する た め 、 地区計画を 決定する も の で あ る 。  

 


